
平成３０年１１月２日 
保健福祉局障害者支援課 

 

指定管理者候補の選定結果について 

 

下記のとおり、指定管理者の「候補」が選定されました。指定管理者の指定につい

ては、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要があり、

平成３０年１２月議会の議決を経た後に正式に指定することとなります。 

 
 
１ 指定概要 

（１）施設概要 

   ア 名 称 ： 北九州市立総合療育センター 

   イ 所 在 地 ： 北九州市小倉南区春ケ丘１０番４号（予定） 

   ウ 敷地面積： １０，７７７．６０㎡（平成３３年８月まで） 

           １３，２６５．５２㎡（平成３３年９月から） 

   エ 構 造 ： 鉄筋コンクリート造（地上４階建） 

   オ 規 模 ： 延床面積 ２２，１６０．１９㎡（ひさし、駐車場含む。） 

（平成３３年８月まで） 

２２，２３３．１㎡ （ひさし、駐車場含む。） 

（平成３３年９月から） 

カ 事業内容 

・児童福祉法に基づく障害児入所支援 

・児童福祉法に基づく児童発達支援（児童発達支援センター） 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障

害者総合支援法」という。）に基づく療養介護、短期入所、生活介護 

・障害のある子どもの早期診断、治療及び幼児期から成人期にかけてのリ

ハビリテーション 等 

 

（２）指定期間 

    平成３１年４月１日～平成３４年３月３１日 

 
（３）指定管理者候補の概要 

   ア 名 称 ：社会福祉法人 北九州市福祉事業団 

   イ 所 在 地 ：北九州市八幡東区中央二丁目１番１号 

   ウ 主な業務内容： 

① 第１種社会福祉事業（障害児・者施設や特別養護老人ホーム等の設

置経営及び受託経営ほか） 

② 第２種社会福祉事業（保育所や児童厚生施設の設置経営及び受託経

営、各種事業の実施（障害福祉サービス事業、障害児等療育支援事

業ほか） 
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③ そのほか、市からの受託事業（社会福祉施設従事者等研修事業、障

害支援区分認定審査事業ほか） 
 
２ 指定の経緯 

平成３０年 ５月１４日 指定管理者検討会の開催（条件付き公募方式採用の

妥当性検証） 

         ８月２４日 申請受付開始 
         ８月３１日 申請締め切り 

９月 ５日 指定管理者検討会の開催（提案書等審査） 

９月    指定管理者候補の決定 
 

３ 選定方法 

指定管理者の選定に当たっては、学識経験者等から構成された指定管理者検討

会を開催し、条件付き公募方式採用の妥当性及び申請者から提案された事業計画

書等について検討を行いました。 

市は、検討会の検討結果を参考に条件付き公募方式の採用を妥当と判断し、指

定管理者候補を決定しました。 

 

４ 検討会構成員  ※ 五十音順、敬称略  

 

・［学識経験者］伊藤 直子 （西南女学院大学 教授） 

・[民間経験者] 大野 元次 （北九州市知的障害者相談員協議会 会長） 

・［学識経験者］門田 光司 （久留米大学 教授） 

・［税 理 士］田村 奈々子（田村奈々子税理士事務所 所長） 

  

５ 条件付き公募方式採用について 

（１）条件付き公募方式採用の視点 

ア 施設の設置経緯や高度な公益性、業務内容等から、特定の団体（外郭団体）

と密接に関連している施設（政策支援） 

イ 施設の管理運営上の経緯や特殊性等から団体が特定される施設 

ウ 以下のすべてに該当すると認められる施設 

   ○ 利用者との継続的な信頼関係が「とくに」必要である施設 

   ○ 人材について、高度な専門性が「とくに」必要である施設 

   ○ 人材の育成に長期間が「とくに」必要である施設 

以上の視点を踏まえて検討した結果、北九州市立総合療育センターの指定管理者

の選定については、条件付き公募方式を導入することとしました。 

   （別紙１「条件付き公募とする理由」のとおり） 
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（２）条件付き公募方式採用の妥当性検証 

 
構成員 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

妥当性 有 有 有 有 

 

（３）検討会における主な意見 

  ・ 総合療育センターの設立当初から管理運営に携わっており、市の障害福祉に

対する貢献は評価に値すると思う。新施設においても、今後の障害福祉の向上

に寄与していただくことを期待したい。 

  ・ 長年にわたって障害児（者）施設の運営に携わっており、高度な専門性や利

用者との信頼関係がある。新しいセンターにおいても、これまでの経験を生か

していただき、さらに充実した診療体制の構築に期待したい。 

  ・ 総合療育センターは、高い専門性を有する必要がある施設であり、重度の障

害のある方々が多く利用される施設である。そういう点でも、継続的な信頼性

が一番重要であると考える。足立園を最初に立ち上げて、設立当初から運営に

携わってこられた事業団が運営することが最も適していると考えている。 

・ 本法人は、十分な実績を有しており、指定管理における第三者評価について

も「適正」となっている。総合療育センターの運営に当たっては、障害のある

方々への高度な医療・療育・訓練等が求められるため、条件付き公募は妥当と

考える。 
 

６ 選定基準 

選定基準（＝審査項目）及びポイント 

１ 指定管理者としての適性 

 （１）施設の管理運営（指定管理業務）に対する理念、基本方針 

  ① 応募団体が、市の当該分野における基本的な政策や計画、あるいは施設の設置目的や特性等

を十分に理解した上で、それらに適合した管理運営（指定管理業務）に対する理念や基本方針

を持っているか。 

 （２）安定的な人的基盤や財政基盤 

  ① 長期間安定的な管理運営（指定管理業務）を行っていくだけの人的基盤や財政基盤等を有し

ており、又は確保できる見込みがあるか。 

 （３）実績や経験など 
  ① 応募団体が同様、類似の業務の実績を有しており、成果を上げているか。 
  ② 応募団体が施設の管理運営（指定管理業務）に関する専門的知識や資格、経験を十分に有し

ており、熱意や意欲を持っているか。 
２ 管理運営計画の適確性 

 【有効性】 

  （１）施設の設置目的の達成に向けた取組 

   ① 施設の管理運営（指定管理業務）に係る事業計画の内容が、施設の効用を最大限に発揮し、

施設の設置目的に沿った成果が得られるものであるか。 

   ② 利用促進を目的としている施設の場合、施設の利用者の増加や利便性を高めるための実施

可能な提案があるか。 

   ③ 施設の設置目的に応じた営業・広報活動に関する効果的な提案があるか。 
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   ④ 利用者の障害特性等に応じた適正なサービス提供計画（個人計画）の作成等についての提

案があるか。 

  ・発達の向上 

  ・社会性の向上 

  ・身体機能の維持・向上 

  ・自立支援 など 

   ⑤ 利用者の家族支援（障害者を介護する保護者等）についての基本的な考え方や具体的な取

組等の提案があるか。 

  （２）利用者の満足度 

   ① 利用者の満足が得られるよう十分に考えられているか。 

   ② 利用者の意見を把握し、それらを反映させる仕組みを構築しているか。 

   ③ 利用者からの苦情に対する対策が十分に考えられているか。 

   ④ 利用者への情報提供が図られるよう十分に考えられているか。 

   ⑤ 利用者のニーズ等に沿った取組（社会参加や生きがいづくりなど）が考えられているか。 

   ⑥ その他サービスの質を維持・向上するための具体的な提案がなされているか。 

 【効率性】 

  （３）指定管理料及び収入 

   ① 指定管理業務に係る費用（指定管理料）が最小限に抑えられているか。 
   ② 収入が最大限確保される提案であるか。 
   ③ 完全利用料金制の場合、市に対して収益の一部を納付する提案があるか。 
  （４）収支計画の妥当性及び実現可能性 

   ① 収支計画が妥当かつ、実現可能な提案であるか。 
   ② 経費の配分は適切であるか。 
   ③ 積算根拠は明確であるか。 
   ④ 再委託が適切な水準で行われているか。 
 【適正性】 

  （５）管理運営体制など 

   ① 施設の管理責任者、管理体制が明確に示されているか。 

   ② 施設の管理運営（指定管理業務）にあたる人員の配置が合理的であるか。 

   ③ 施設の管理運営（指定管理業務）にあたる人員が必要な資格、経験などを有しているか。 

   ④ 職員の資質・能力向上を図るよう考えられているか。 

   ⑤ 地域の住民や関係団体等との連携や協働による事業展開が図られるものであるか。 

  （６）平等利用、安全対策、危機管理体制など 

   ① 施設の利用者の個人情報を保護するための対策が十分に考えられているか。 

   ② 施設の利用者に対する人権が尊重され、また、身体拘束及び虐待等の防止策が十分に考え

られているか。 

   ③ 利用者が限定される施設の場合、利用者の選定が公平で適切に行われるよう配慮されてい

るか。 

   ④ 日常の事故防止などの安全対策や事故発生時の対応などが十分に考えられているか。 

   ⑤ 衛生管理及び感染症防止への対応策が十分に考えられているか。 

   ⑥ 防犯、防災対策や非常災害時の危機管理体制などが十分に考えられているか。 
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７ 審査結果 

（１）適 否 

 

団体名 
選定基準（＝審査項目） 

及びポイント 

構成員 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

社会福祉 

法人 

北九州市福

祉事業団 

１ 指定管理者としての適性 

 

（１）管理運営の理念、基本方針 

適 適 適 適 （２）人的・財政基盤 

（３）実績・経験 

２ 管理運営計画の適確性 

 【有効性】 

  （１）設置目的の達成への取組 
適 適 適 適 

 
 （２）利用者の満足度向上 

【効率性】 

  （３）指定管理料及び収入 
適 適 適 適 

 
 （４）収支計画の妥当性及び実現可能性 

【適正性】 

  （５）管理運営体制 
適 適 適 適 

  （６）平等利用等 

 
（２）検討会における主な意見 

【指定管理者としての適性】 

 ・ 長年の実績や経験があり、高度な専門性を十分に有し、熱意や意欲を持って

いる。 

 ・ 当該施設は障害児（者）にとって心のよりどころである。診療内容や事業の

更なる充実に向けて努力してほしい。 

 ・ 長年の運営経験や専門性、利用者との信頼関係等を踏まえた上で、新・セン

ターでの診療内容等を充実させてほしい。１８歳以上で診療を希望する障害の

ある者についても、スムーズに対応いただくことを期待したい。 

 ・ 日頃より収入の確保や経営安定に努め、適正に努力していると考える。 

 

【管理運営計画の適確性】 

  ・ 総合療育センターの基本方針とともに、職員倫理綱領や行動規範が設けら

れており、利用者を第一の運営がなされていると考える。また、管理体制も

明確に示されており、他の組織との連携もなされている。 

・ 利用者アンケートの満足度は高評価であり、今後とも施設運営の維持・向

上につなげてほしい。 

  ・ 研修を重ねて、障害児（者）のためのセンターとして取り組んでほしい。 

・ 建物もせっかく新しくなるので、研修体制の充実など、若い人が働きたい

と思うような、魅力を増すための努力をしていただきたい。 
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８ 選定結果 

市は、検討会の検討結果を参考に、社会福祉法人 北九州市福祉事業団を指定管

理者候補に選定しました。 

 

（１）選定された団体の主な提案内容 

別紙「提案概要」のとおり 

 
（２）市における主な選定理由 

・ 当該法人は、長年にわたり、障害児・障害者施設ほか数多くの社会福祉施

設の管理運営を担ってきた実績がある。障害福祉に関する専門的知識や経験、

ノウハウを有している。総合療育センターについても、昭和 53 年の開設当初

から円滑に管理運営を行ってきた実績がある。 

・ 平成 18 年度からは、指定管理者として施設の管理運営を行っている。施設

の設置目的等について十分に理解しており、施設の管理運営に対する強い意

欲が感じられる。 

・ 法人全体で、福祉専門職、医療専門職等を数多く有しており、さらに将来

の人材育成についても積極的に取り組む姿勢がある。 

・ 当該法人は、十分な基本財産を有しており、財政基盤は安定している。ま

た、経費削減についても一定の取組がなされており、収支差の改善に向けた

意欲については評価できる。 

・ 利用者や家族のニーズに基づく個別支援計画の策定、社会参加の推進、苦

情対応、情報提供など、利用者及び保護者の満足度の向上に関しても、現状

と課題を踏まえた様々な提案がなされており、十分な成果を上げることが期

待できる。 

・ 新・総合療育センターに整備した医療機器やインフラを存分に活用して、

障害のある方々への医療と療育の更なる充実につなげていくことが期待でき

る。 

 

９ 提案額 

  ２３０，３０４千円（平成３１年度） 
   ９３，０８５千円（平成３２年度） 
   ３４，９２４千円（平成３３年度） 
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別紙１ 

 

条件付き公募とする理由 

 

本施設は、障害児（者）に対する療育・医療を行う中心的施設であり、入所機能を

はじめ、通所や診療機能を有する。 

入所における利用者は 24 時間運営団体と接する状況であるため、他の施設と比べ利

用者と職員は密接な関係である。また、通所においては、療育場面だけでなく日常生

活のあらゆる場面や今後の進路について、全般的に保護者からの相談に応じることが

求められる。そのため、「利用者との継続的な信頼関係がとくに必要と認められる施設」

と言える。 

また、重い障害のある人が多く利用している施設でもあるため、支援を多く必要し、

高度な専門性・経験が必要な施設であり、「人材について、高度な専門性がとくに必要

な施設」、「人材の育成に長時間とくに必要な施設」とも言える。  

（社福）北九州市福祉事業団は、長年にわたり障害児施設等の運営を行っており、

障害福祉に関する専門的知識や経験、ノウハウを有している。総合療育センターにつ

いても、設立当時より管理運営を行っており、信頼と実績を積み重ねている。 

そのため、本施設の公募方法については、「条件付き公募」方式の採用が適している

と考える。 
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